
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

滞

納

に

係

る

県

営

住

宅

の

家

賃

及

び

駐

車

場

使

住

宅

課

用

料

の

収

納

事

務

の

委

託

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

教

育

委

員

会

の

処

分

【

公

告

】

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

の

治

山

課

失

効

○

岡

山

県

立

都

市

公

園

の

区

域

変

更

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

監

査

委

員

】

○

外

部

監

査

人

補

助

者

の

告

示

監

査

事

務

局

岡

山

県

公

報

令和元年５月２８日 第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
北
区
富
吉
二
四
八
六
の
四
、
二
四
八
六
の
六
、
二
四
九
三
の
二
、
二
四
九
四
の
一
、
二
四

九
四
の
二
、
二
四
九
五
、
二
四
九
六
、
二
五
〇
〇
の
二
、
二
五
〇
一
の
二
、
二
五
〇
七
の
二
、
二
五

〇
七
の
四
、
二
五
一
一
の
六
、
二
五
四
六
の
八
、
二
五
四
六
の
二
〇
か
ら
二
五
四
六
の
二
四
ま
で
、

二
五
四
六
の
三
〇
、
二
五
七
七
の
七
、
二
五
七
七
の
八
、
二
五
九
一
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

北
木
島
加
入
区

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

栃
原
久
米
南
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
紙
屋
田
大
道
上

新

二
一
・
六

一
八
六
番
一
地
先
か
ら

四
・
二
～

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
狐
田
一
八
八
番

一
二
・
五

一
地
先
ま
で

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
紙
屋
田
大
道
上

旧

二
一
・
六

一
八
六
番
一
地
先
か
ら

四
・
二
～

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
狐
田
一
八
八
番

五
・
八

一
地
先
ま
で

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

栃
原
久
米
南

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
紙
屋
田
大
道
上
一
八

令
和
元
年
五

線

六
番
一
地
先
か
ら

月
二
十
八
日

岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
字
狐
田
一
八
八
番
一
地

先
ま
で

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

岡
山
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
に
基
づ
く
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃

及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
う
ち
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
及
び
そ
の
保
証
人
又
は
連
帯
保
証
人
に

よ
る
滞
納
に
係
る
も
の
の
収
納
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

滞
納
に
係
る
県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
〇
号

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
六
番
二
〇
号
芝
浦
前
川
ビ
ル
五
階

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
本
社

五

委
託
の
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
七
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
八
〇
二
八
七

二
六
イ
ン
チ

水
色

一
台

岡
山
西
Ｃ
〇
六
〇
二
九
三

二
六
イ
ン
チ

橙

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
二
四
三
二
六

二
六
イ
ン
チ

水
色

一
台

岡
山
西
Ｈ
四
一
八
七
八

二
〇
イ
ン
チ

銀

一
台

玉
島
Ａ
七
二
九
六
八

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
東
Ｅ
五
〇
〇
五
一

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

西
大
寺
Ａ
一
七
〇
七
一

二
六
イ
ン
チ

橙

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
八
五
三
三

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
二
八
七
五
一

二
六
イ
ン
チ

水
色

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
一
二
〇
三
六

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
七
六
二
一
五

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
二
七
五
六
五

二
六
イ
ン
チ

黄

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
〇
七
〇
三
四

二
六
イ
ン
チ

銀

二
台

不
明

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
東
Ｅ
二
八
五
五
九

二
七
イ
ン
チ

水
色

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

濃
桃

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
五
一
七
五
八

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
西
Ｆ
〇
四
九
四
七

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
四
二
二
六
二

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
二
九
九
七
九

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

赤
磐
Ｈ
〇
五
九
六
一

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

児
島
Ｈ
〇
五
五
四
一

二
六
イ
ン
チ

黄
緑

一
台

岡
山
中
央
Ｊ
一
〇
六
四
三

二
六
イ
ン
チ

黒

二
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

濃
紫

一
台

岡
山
南
Ｂ
二
九
九
一
五

二
六
イ
ン
チ

黄
緑

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
〇
五
八
五

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

水
色

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
東
Ｅ
四
一
七
一
〇

二
六
イ
ン
チ

紫

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
七
一
五
五
七

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

不
明

二
八
イ
ン
チ

黒

一
台

不
明

二
四
イ
ン
チ

銀

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

津
山
Ａ
八
五
四
五
四

二
六
イ
ン
チ

緑

一
台

岡
山
東
Ｅ
五
〇
四
六
六

二
六
イ
ン
チ

黄
緑

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
六
五
九
八
一

二
六
イ
ン
チ

濃
茶

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
四
五
四
四
六

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
四
五
四
八
一

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
一
二
〇
三
五

二
六
イ
ン
チ

水
色

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
七
九
八
六
一

二
四
イ
ン
チ

赤

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

濃
桃

一
台

倉
敷
Ｊ
二
五
一
七
七

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
中
区
下
一
一
〇
番
地

岡
山
県
立
岡
山
城
東
高
等
学
校

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
立
岡
山
城
東
高
等
学
校

事
務
室

岡
山
市
中
区
下
一
一
〇
番
地

電
話
番
号

〇
八
六

二
七
九

二
〇
〇
五

－
－

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



〔
一
九
七
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

所

の

生

産

事

業

者

名

称

及

び

登

録

生
産
事
業
の

所

在

地

番

号

氏

名

又

は

内

容

住

所

名

称

六
三
三

小
林

由
隆

苫
田
郡
鏡
野
町
女
原
一
三
一
番
地

種
穂
の
採
取

小
林
由
隆
苗

幼
苗
の
育
成

畑
住
所
地
に

幼
苗
以
外
の

同
じ

苗
木
育
成

令和元年５月２８日　岡山県公報　第１２０９５号



〔
一
九
八
〕
岡
山
県
立
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名

称

後
楽
園

二

位

置

岡
山
市
北
区
後
楽
園
地
内

三

区

域

次
の
図
の
と
お
り

四

変
更
年
月
日

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
一
般

「

の
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
一
九
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
東
阿
曽
字
岡
一
五
三

九
、
一
五
三

一
〇

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
足
守
一
一
〇
九

二
－

濱
野

隆
史

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
七
号
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◎
岡
山
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
協
議
が
調
っ
た
、
包
括
外
部
監
査
人
上
坂
岳
大
が
岡
山
県
と
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
締
結

し
た
包
括
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
補

助
で
き
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岡
山
県
監
査
委
員

高

原

俊

彦

岡
山
県
監
査
委
員

中

塚

周

一

岡
山
県
監
査
委
員

山

本

督

憲

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子

氏

名

住

所

期

間

奥

谷

恭

子

川
西
市
美
山
台
一
丁
目
三
番
地
の
一
二
四

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
か

ら

難

波

徹

岡
山
市
中
区
国
富
一
丁
目
一
一
番
七
号

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

平

野

幸

代

丸
亀
市
南
条
町
五
五
番
地

宮

本

豪

東
温
市
野
田
一
丁
目
七
番
地
七

鯉

沼

孝

至

福
山
市
東
町
三
丁
目
四
番
三
号

中

桐

孝

幸

赤
磐
市
沼
田
四
六
一
番
地

森

雄

彦

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
七
一
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